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 この事業は、令和４年３月に策定した「角田市第 6 次長期総合計画」に掲げる都市像、

『市民力咲き誇る。角田市✿』の実現を目指し、市民が主役のまちづくりを推進するため、

地域課題や行政課題の自主的・主体的な解決に向け、市内で活動する団体等が企画・提案・

実施する事業に対し、必要な経費の一部を市が補助する制度です。 

 

 

 

 

（１）対象となる事業 

  市民活動団体等が自主的に取り組む、地域の活性化や地域の課題解決を目的とした公

益性の高いもので、補助の対象となる事業は、次の要件を全て満たすものとします。 

   ①公益性が認められ、公序良俗に反しないこと。 

②特定の個人や団体に事業の効果が帰属しないこと。 

③政治活動又は宗教活動を目的としないこと。 

④国、県又は市が実施する他の補助事業による補助金を受けていないこと。 

⑤会員の親睦や趣味的な活動、スキルアップを目的とした事業ではないこと。 

⑥施設等の整備を伴わない事業であること。 

⑦市民活動団体等が新規に行う事業であること。 

 

（２）対象となる団体 

  補助の対象となる団体は、次の要件をすべて満たすものとします。 

   ①５名以上で構成され、事業を的確に遂行できる団体であること。 

   ②団体の代表者が市内に在住、通勤又は通学していること。 

   ③団体の活動拠点が市内にあり、市内で活動していること。 

    

 

（３）補助金の対象となる経費 

事業の実施に直接必要となる経費（税込の金額）が補助の対象となります。 

この補助金は、団体の運営費を補助するものではないため、下記は補助の対象にな

りません。 

●団体の運営費や構成員に対する人件費、施設の維持費 

●用地の取得・借用に要する費用および補償にかかる費用 

 

 

 

  

  

１．趣 旨 

２．制度の概要 
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【補助対象経費（例）】 

経費項目 対象となる経費（例） 対象とならない経費（例） 

報償費 

・外部の講師、専門家への謝礼金 

・出演者へのお礼を品物で行う

場合の商品購入代金 

・図書券などの金券、商品券 

旅費 

・講師等の活動場所までの移動、

現地調査等にかかる交通費や

宿泊費等 

・団体構成員の生活上や仕事の都

合上、通常かかる交通費、宿泊費 

需用費 

・文具・インク等の消耗品代 

・ポスターやチラシ、パンフレッ

ト、冊子等の印刷製本費 

・参加者送迎など、活動に必要な

ガソリン代等の燃料費 

・講師、ボランティア等、構成員

以外のためのお茶、弁当代 

・事業で使用する食材費等 

・団体の通常の運営に係る消耗品

費等 

・スタッフ揃いの T シャツ代等 

・親睦のための飲食代 

・構成員のための食糧費 

役務費 
・事業に関わる会議等の案内に

必要な切手、郵送料等 

・電話料 

・インターネット料金 

使用料 

・会場使用料（施設、会議室等） 

・車両（バス等）、器具等の借上

料、賃借料等 

・構成員のみで行う打合せ等の会

場使用料 

人件費（★） 

・事業の企画や準備、実施のため

に雇ったスタッフ、アルバイト

等の賃金 

・構成員に対する賃金 

備品購入費（★） 

・事業実施に必要不可欠なもの

で、長期に使用する物品、ソフ

トなどの購入費 

・パソコン、カメラ、コピー機な

ど、他の事業でも使用可能な汎

用性の高い物品の購入費 

   ※「★」の経費を支出するときは、事前に企画デジタル課にご相談ください。 

   ※領収書がない場合、経費として認められないことがあります。 

   ※上記にない経費については、別途企画デジタル課と協議してください。 
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（４）補助金の額 

  補助金額は、予算の範囲内で、下記のとおり交付します。 

補助金額 １団体あたり５万円～１００万円（補助対象事業費×4/5） 

交付条件 
・当該年度に事業を完了すること 

・同一年度内においては、１団体１事業の申請のみとする 

その他 
・補助金の算出は、1,000円未満切り捨て 

・審査により経費の一部が除外される場合あり 

 

（５）事業の実施期間 

  事業は、補助金の交付決定日から令和８年３月 31 日（火）までの期間で行っていた

だきます。 

 

（６）継続事業の特例 

  新規事業を次年度以降も継続する場合に限り、２年目、３年目の申請をすることがで

きます。この場合も応募及び審査は毎回行います。１団体あたりの補助金の上限額は、

合計１００万円までとします。 

 （例 1）1 年目 30 万円＋ 2 年目 30 万円＋ 3 年目 40 万円＝100 万円 ◎ 

 （例 2）1 年目 50 万円＋ 2 年目 50 万円＋ 3 年目 ０ 円＝100 万円 ◎  

 （例 3）1 年目 20 万円＋ 2 年目 20 万円＋ 3 年目 20 万円＝ 60 万円 ◎ 

 

 

 

（１）企画提案書の提出 

  下記の書類を作成し、令和７年６月３０日（月）≪必着≫までに企画デジタル課に提

出してください。 

≪提出書類≫ 

  ・企画提案書（別紙様式①） 

  ・事業計画書（別紙様式②） 

  ・事業収支予算書（別紙様式③） 

  ・団体概要及び会員名簿（任意様式） 

 

   

 

 

（２）第１次審査（書類審査） 

  提出された書類について、内容の確認と補助事業の条件に則しているか審査を行いま

す。 

審査は、学識経験者、市職員等で構成する角田市市民提案型事業審査会が行います。 

審査の結果は、採択・不採択にかかわらず市長から団体の代表者に通知します。 

３．応募から実施までの流れ 

応募に必要な書類は、企画デジタル課で配布しているほか、市ホームページから

もダウンロードできます。 
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（３）第２次審査（公開プレゼンテーション・最終書類審査） 

 ①公開プレゼンテーション 

  申請団体によるプレゼンテーションを行います。プレゼンテーションの時間は、１事

業につき、委員による質問時間を併せ３０分以内とします。 

  プレゼンテーションの日時、場所については、別途申請団体に通知します。無断でプ

レゼンテーションを欠席した場合は、申請を取り下げたものとみなします。 

  プレゼンテーションに必要な機材等については、可能な限り企画デジタル課で準備し

ますが、場合によっては、発表者に準備していただく場合もあります。 

 

 ②最終書類審査 

  公開プレゼンテーションの提案内容を踏まえ、企画提案書等をもとに、次の基準に基

づいて最終書類審査を行います。 

審査は角田市市民提案型事業審査会が行い、審査基準への適合の確認のほか、事業実

施に際しての工夫・改善点等を踏まえ、最終審査を行います。 

 

【審査基準】 

 審査項目 内容 

１ 公益性 
・事業が不特定多数の市民や地域に還元される内容であるか 

・事業の内容が私益又は特定の人のみに偏っていないか など 

２ 発展性、持続性 

・事業の定着を目指すとともに、発展性があり、継続的な実施

が期待できる内容であるか 

・費用対効果が期待でき、地域活動の活性化と自治力の向上に

つながる内容であるか              など 

３ 先駆性、独創性 

・発想、着眼点、手法など提案団体ならではの工夫があるか 

・新たな視点からの取り組みであり、他の団体へのモデル事業

としての要素があるか              など 

４ 有効性、具体性 
・波及効果、相乗効果、市民サービスの向上が期待できるか 

・事業内容及び実施内容が具体的な内容になっているか など 

５ 
地域課題・行政

課題への対応 

・市民や地域の特性、ニーズ、課題を踏まえ解決につながる内

容であるか 

・幅広い市民の共感、応援が得られる内容か      など 

６ 妥当性 

・事業に見合った予算規模となっているか。また、予算の根拠

は適切であるか 

・補助に見合った効果及び成果が期待できるか     など 

 

（４）選考結果 

  審査結果については、最終書類審査の結果を踏まえ、市長から団体の代表者あてに通

知します。 
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（５）補助金の交付申請 

  提案事業が補助対象事業として決定を受けた場合は、補助金の交付申請書を提出して

ください。 

 ≪提出書類≫ 

  ・補助金交付申請書（様式第２号） 

 

（６）補助金の交付決定 

  補助金の交付が決定されたときは、団体の代表者に通知します。 

  補助金の交付決定を受けた事業の実施団体は、その事業において実施するイベント、

発行する印刷物に「角田市市民提案型まちづくり事業補助金」の補助を受けている旨を

表示し、本補助金の PR に努めてください。 

 

（７）事業計画を変更する場合 

原則として、補助対象事業決定後の変更は認められませんが、やむを得ず当初の事

業計画から変更が生じるときは、変更等承認申請書を提出して、市長の承認を受ける

ことにより変更することができます。 

≪提出書類≫ 

・変更等承認申請書（別紙様式④－１、④－２） 

※事業計画の変更が承認されたときは、団体の代表者に通知します。 

 

（８）実績報告 

  補助事業が完了した日から３０日以内または令和８年４月２０日（月）のいずれか早

い日までに、関係書類を添えて実績報告書を提出してください。 

 ≪提出書類≫ 

  ・実績報告書（様式第３－１号） 

  ・事業報告書（様式第３－２号） 

  ・事業収支決算書（様式第３－３号） 

  ・経費の証拠書類（契約書・領収書等） 

  ・事業実施写真等（事業実施時の写真、チラシやパンフレット等） 

 ※実績報告に基づく内容は、市の広報やホームページにより市民に公表するほか、補助

金が交付された事業の実施団体は、活動報告及び市民との意見を交換する機会として、

市長が活動報告会（ワークショップ）への参加を求めた場合は、これに出席し活動状

況を報告するものとします。 

 

（９）補助金の請求 

通常、補助金の交付は実績報告書の提出後に行いますが、事業に取り組みやすいよ

うに、事業への着手時や事業の完了前に補助金を交付（概算払い）することができま

す。 
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≪提出書類≫ 

・補助金交付請求書（任意様式） 

◆概算払いの場合 

概算払いを希望する団体は、補助金概算払請求書で市に補助金の全部又は一部を概

算請求してください。 

◆精算払いの場合 

実績報告書の提出後、補助金の交付を行います。補助金請求書を市へ提出してくださ

い。 

 

（１０）その他 

１）関係書類等の整理等 

 補助事業に関する収支を明らかにした帳簿やその証拠書類等は整理していただき、補

助金の交付を受けた年度以降５年間保管してください。 

 

２）代表者等の変更について 

 申請後、代表者や構成員に変更があった場合には、変更届を提出してください。 

 

３）補助金の返還について 

 交付決定後に、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に

交付した補助金がある場合は、その返還を求める場合があります。 

   ①申請書類等の内容に偽りがあったとき 

  ②事業の遂行が困難となったとき 

  ③その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき 

   

４）事業実施にあたっての注意点 

➀概算払いを受けている場合、下記により不用額があるときは、市に返納してくださ

い。  

(1)事業に伴う収入が事業に要する経費を上回ったとき 

  (2)補助対象経費が申請時の見込みより少なかった場合 

  (3)事業内容が大きく変更された場合 

 (4)事業が実施されなかった場合 

②事業に着手した後、市から状況報告を求められた場合は、ご協力ください。 

③事業については、市の広報誌やホームページに掲載されることを前提とします。 

④イベント等を行う事業は次の点に留意し、実施してください 

(1)役割分担、責任者（総括、部分的）が決まっているか。 

(2)緊急連絡体制ができているか。  

(3)危険予測がなされているか。また、その対策が講じられているか。 

 （例：混雑が予想される会場出入口付近、階段・段差・落差、駐車場の対応等）  

(4)必要な届出や申請がなされているか。  

(5)傷病者が発生した場合の対応がなされているか。  
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(6)その他安全対策に必要な事項。 

 

５）事業実施により制作された成果物の取り扱いについて 

 本事業を活用して制作した成果物の事業実施後の取り扱いについては、所有権は各団

体となりますが、市主催のイベントなどで使用させていただく場合があります。その場

合は、事前に代表者にご連絡します。 

 

 

（１）団体に関すること 

  Q１ 個人で事業に応募することはできますか？ 

  A１ 交付対象者は「５名以上で構成されている団体」としているため、個人で応募

することはできません。ただし、事業実施のために新たに団体を設立して応募す

ることは可能です。 

 

  Q２ 実行委員会など、任意の団体でも応募できますか？ 

  A２ 提案団体、提案事業が補助金交付要綱の規定及び募集要項にある要件を満たし

ていれば応募できます。 

 

（２）事業に関すること 

  Q３ 補助金の交付決定前に事業が終了した場合、補助対象事業となりますか？ 

  A３ 補助金の交付決定前に終了した事業は対象となりません。 

 

  Q４ 応募する事業に対し他の補助金を受けている場合、補助対象事業となります

か？ 

  A４ 同一事業に対し他の補助金を受けている場合は対象となりません。 

 

  Q５ 例年団体で行っている活動は補助対象事業となりますか？ 

  Ａ５ 補助対象となる事業は「新規事業」であるため、対象となりません。新規事業

であっても、内容が既存事業と実質同一とみなされる場合は対象外となります。 

 

  Ｑ６ 過去に行っていた事業を復活させる場合は、補助対象事業となりますか？ 

  Ａ６ 原則、新規事業が対象となりますが、事業の内容によっては補助対象となる場

合もありますので、ご相談ください。 

 

  Q７ 交付対象になる事業とは、どのような事業ですか？ 

  A７ 角田市のさまざまな地域の課題解決のための事業が交付対象です。例えば、子

育て世代の悩みを共有できる居場所づくり、角田市内の魅力を PR する手作りパ

ンフレット作製、外国人と交流するイベント実施、子どもの防災意識向上を図る

ための取り組み、地域の歴史を語り継ぐ取り組み、など。 

行政では行えない、かゆいところに手が届くような小さな取り組みでも構いま

４．事業に関するＱ＆Ａ 
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せん、ひとつの事業が地域の魅力になり、まちづくりの力になっていきます。 

  

（３）対象経費に関すること 

  Ｑ８ 講師謝礼の領収書は必要ですか？ 

  Ａ８ 原則、補助対象経費については領収書が必要です。口座振込みの場合は、振込

み明細書に説明を付記して提出してください。 

  Ｑ９ 人件費は補助対象経費となりますか？ 

  Ａ９ 事業実施に直接必要となる経費を補助対象経費としており、団体の経常的な経

費は対象外となるため、団体の構成員の人件費は対象となりません。ただし、事

業の実施のために雇うスタッフやアルバイト等の人件費は対象となる場合があ

ります。 

 

  Q１０ 事業を行うにあたってノウハウを学ぶため、研修会に参加しようと考えてい

ますが、その時の参加費や旅費は補助対象経費になりますか？ 

  A１０ いいえ。会員のスキルアップのための経費等は補助の対象とはなりません。 

 

  Q１１ 「営利」を目的としない場合、料金を徴収してはいけないということですか？ 

  A１１ いいえ。「営利」とは、料金などを徴収して得た利益を会員で分配することを

いいます。活動を継続するための経費は必要となりますので、料金を徴収して

も構いません。この場合、料金収入によって補助金交付額に不用額が生じた場

合は、補助金返還の対象となります。 

 

（４）選考に関すること 

  Ｑ１２ 公開プレゼンテーションの方法・内容を教えてください。 

  Ａ１２ プレゼンテーションの方法は、申請内容と著しく異なることがなければ、申

請団体によって自由に行うことができます。事業の内容や対象者、この事業に

よって得られるであろう成果などを発表してください。工夫をすることによっ

て、事業の PR にもなりますので、持ち時間を守って発表してください。 

 

  Q１３ 審査により補助金の交付が認められなかった場合、事業内容を修正し、再度

申請することはできますか？ 

  A１３ はい。ただし、一度審査したものを修正したものであっても、もう一度最初

から申請し直していただき審査を行いますので、必ず補助が受けられるもので

はありません。なお、まったく修正がなされていない場合、再申請は受け付け

ません。 

      この場合、同年度内に２度目の募集がなされない場合は、次年度申請となり

ます。 

 

  Ｑ１４ 最終審査の結果はいつわかりますか？ 

  Ａ１４ 最終審査の結果を受けて、補助金を交付することが適当である事業を市長が
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決定し、「採択・不採択通知書」を団体の代表に速やかに送付します。 

      採択された事業については、市ホームページ等で事業名・事業内容・団体名

を公表します。 

 

（５）補助金の交付に関すること 

  Q１５ 補助金の振込先は代表者個人の口座に振り込めますか。また、現金での受け

取りは可能ですか？ 

  A１５ 補助金の受け取りは申請団体名義の口座に振り込みます。代表者個人の口座

に振り込むことはできません。現金での受け取りは可能ですが、実績報告時に

会計帳簿類を整備しなければなりませんので、その事業のみの通帳等を準備す

ることにより、収支について適切な管理をしていただきたいと考えております。 

 

（６）実績報告に関すること 

Q１６ 活動報告会ではどのような発表、報告を行うのですか？ 

A１６ 補助金を利用して行った事業について、定められた時間内に発表、報告を行

っていただきます。実績報告書に基づき、自由に発表、報告していただければ

結構です。活動報告後、ワークショップ形式で参加者の意見を聴く場を設けさ

せていただきます。 

    また、報告に必要な機材等や持ち込みたい資料等がある場合は、事前にお話

しいただければできるだけ対応したいと考えています。 

 

Q１７ 活動報告会には必ず参加しなければならないのですか？ 

A１７ この補助金交付においては、活動報告までが一つの流れとして考えています

ので、参加を求められた場合は必ず出席していただくことになります。 

    活動報告会は、団体の活動を広く広報し、他の団体の参考にしていただくこ

とや、参加者の意見を聴き事業を見直すことにより、さらに良い事業を展開し

ていくことを目的としていますので、ご理解をお願いします。 
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　令和７年度募集　≪令和７年５月１日～令和７年６月３０日≫

時期

６月30日まで

↓

↓ ↓

採択 不採択

↓

　参加者）団体、審査会、市民

↓

↓ ↓

採択 不採択

↓

↓

↓

↓

↓

請求から20日以内

↓

３月末まで

↓

事業完了後速やかに

↓

３月31日まで

↓

請求から20日以内

↓

3月下旬〜4月下旬 　参加者）団体、審査会、市民

※太枠は、団体が行うもの。

補助金交付（概算払）

応募から事業実施、補助金交付までの流れ 

令和７年度

応募

７月中旬～
７月下旬

書類審査

8月上旬～
８月下旬

公開プレゼンテーション

最終審査

9月上旬～
　　中旬

交付申請

交付決定

事業実施

補助金請求（概算払）

事業完了

実績報告

補助金請求（精算払い）

補助金交付（精算払い）

活動報告会（ワークショップ）

１次審査

２次審査

提出書類

・企画提案書（別紙様式①）

・事業計画書（別紙様式②）

・事業収支予算書

（別紙様式③）

・団体概要

提出書類

・補助金交付申請書（様式第2

号）

提出書類

・補助金請求書

提出書類

・実績報告書（様式第3号）

・事業実績書（様式第3-2号）

・事業収支決算書（様式第3-3

号）

・経費の証拠書類

・事業実施写真

提出書類

・補助金請求書
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別紙様式① 

令和  年度角田市市民提案型まちづくり事業企画提案書 

 

年  月  日  

 角田市長  殿 

団体所在地                  

団 体 名                  

代 表 者 名                  

(電話番号    ―        )     

 

   年度角田市市民提案型まちづくり事業補助金の交付を受けたいので、角田市市民提案型ま

ちづくり事業補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

１．事 業 名  

２．事業の背景  

（地域課題・行政課題等を具体的に記述） 

３．事業の目的  

（解決策や目標も具体的に記述） 

４．事業の概要  

 

５．総事業費及び 

  補助金 
         円（Ａ） 

左記のうち、補助金（Ａ×4/5） 

※千円未満切捨て、上限100万円 

                    円 

６．事業実施期間      年  月  日 ～    年  月  日 

 

※企画提案書及び添付書類に関しては、原則公開の対象とします。 

市処理欄(申請に必要な書類の一覧です。この欄は記入しないで下さい。) 

□事業計画書(事業概要、位置図、見取図、事業フロー図等) 

□事業収支予算書(見積書等写し含む) 

□その他市長が必要と認める書類（                        ） 

※記述欄が不足する場合は、別紙にて記述してください。 
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別紙様式② 

事 業 計 画 書 

 

【団体名：                】 

 

事業の背景 

（地域課題・行政課題等を具体的に記述） 

事業の目的 

（解決策や目標も具体的に記述） 

事業内容 

（活動内容と 

スケジュール） 

（活動名には、会議、勉強会、講演会、シンポジウム、フォーラム、イベント、調査・研究

など、予定している活動及び内容を記述） 

活動名 内容（対象者、実施体制、場所、時期など） 

  

事業の公益性 

または 

社会貢献性 

（事業内容の公益性、発展性、継続性、社会貢献性などについて記述） 

 

 

事業成果 

（提案事業の実施による効果と得られる成果について記述） 

その他 

（提案団体の 

 アピール等） 

 

※記述欄が不足する場合は、別紙にて記述してください。 

事 業 名  
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別紙様式③ 

 

事 業 収 支 予 算 書 

 

【団体名：                  】 

 

単位：円 

科    目 予算額 積  算  内  訳 

収 

入 

本補助金額 (a)   

会費等の自己資金   

事 業 収 入 等   

そ の 他 の 収 入   

合 計   

支 
出 

補
助
対
象
経
費 

報 償 費   

旅 費   

需 用 費   

役 務 費   

使 用 料   

人 件 費   

備 品 購 入 費   

そ の 他 の 経 費   

小 計 (b)   

対

象

外

経

費 

   

   

小 計  
 

合 計   

※本補助金額(a)は、補助対象経費小計(b)の5分の4（80%）となります。上限額は、100万円とし、1,

000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。 

※積算内訳欄にそれぞれの科目ごとの品名又は使途と積算内訳（記載例：講師謝金2人×＠1,000円等）

を記入してください。 

※出来るだけ積算の根拠となる見積書等の写しを添付してください。 

 

 

 

事 業 名  
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団体概要 

団体名  

代表者氏名 

住所・電話 

E-Mail 

氏名                    

住所                    電話番号          

E-Mail：                           

昼間の連絡先 

（携帯電話） 
携帯番号 

設立年月日  

設立目的 

（定款・規約・会則

がある場合は写し添

付） 

・箇条書きで記載 

主な活動内容 

 

主な活動場所 

 

構成員・会員 

会員数      人 うち役員数      人 

           うち市内在住・通勤・通学者数      人 

※氏名・住所を記載した会員名簿（別紙のとおり） 

団体に対する 

他の補助金 

有 ・ 無 ※有の場合は、具体的に記載。 

（                               ） 

これまでの活動実積 

(総会資料等に記載

ある場合は写し添

付) 

 

  

任意様式 
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団 体 名 簿 

№ 氏 名 住 所 生年月日 備 考 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 

任意様式 
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≪申込み・お問い合わせ先≫ 

角田市 総務部 企画デジタル課 企画調整係 

〒981-1592 

住  所：宮城県角田市角田字大坊４１ 

電  話：0224-63-2704【直通】 

Ｆ Ａ Ｘ：0224-62-4829 

Ｅメール：kikaku@city.kakuda.lg.jp 


